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(57)【要約】
【課題】基板ベースの一部の再利用を可能にした遊技機
の制御基板ユニットを提供する。
【解決手段】制御基板１０を収容し、かつ基板ベース９
に固定される基板ケース２０と備える。基板ベース９は
、筐体に固定される第２ベース部材６０と、第２ベース
部材６０にネジ４２により着脱可能に接続され、かつ基
板ケース２０の封止部２２２が封止部材６６により固定
される封止固定部材６５を含む。封止固定部材６５は、
封止部材６６により固定される封止部２２２の周辺を包
囲する防護壁６５１を有する。封止固定部材６５を第２
ベース部材６０に接続したネジ４２の頭部は、基板ケー
ス２０により隠蔽される。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技機に固定される基板ベースと、遊技動作を制御する制御基板と、前記制御基板を収
容し、かつ前記基板ベースに固定される基板ケースとを備え、前記基板ケースに設けた封
止部を、封止部材により前記基板ベースに固定することによって、前記基板ケースを前記
基板ベースに封止するようにした遊技機の制御基板ユニットにおいて、
　前記基板ベースは、表面側に前記基板ケースが取り付けられる基板ケース取付領域部を
有すると共に、裏面側が前記遊技機に固定されるベース部材と、前記ベース部材に後方を
向くねじにより着脱可能に接続され、かつ前記封止部が前記封止部材により固定される封
止固定部材を含み、
　前記封止固定部材は、前記封止部材により固定される前記封止部の周辺を包囲する防護
壁を有し、
　前記ねじは、前記基板ケース取付領域部の表面側から取り付けられることによって前記
封止固定部材を前記ベース部材に接続し、
　前記封止固定部材を前記ベース部材に接続した前記ねじの頭部は、前記基板ケースを前
記ベース部材から取り外さない限り、前記封止固定部材を前記ベース部材から分離できな
いように、前記封止部を前記封止部材により前記封止固定部材に固定した状態において前
記基板ケースにより隠蔽されることを特徴とする遊技機の制御基板ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技を制御する制御基板を基板ケース内に収容した遊技機の制御基板ユニッ
トに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スロットマシン、パチンコ機等の遊技機の制御基板ユニットにおいては、遊技を
制御する制御基板を透明な基板ケース内に収容すると共に、締め方向しか回せないワンウ
ェイネジ等で構成される封止部材をもって、基板ケースに設けた封止部を、筐体の後板に
固定される基板ベースに結合することによって、基板ケースを封止して、制御基板の不正
改造ができないようにしている。また、制御基板の検査等で基板ケースを開封する必要が
ある場合には、封止部材で封止された封止部を工具等で切断することによって、基板ケー
スを筐体から取り外せるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平２００６－９５０４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上述の特許文献１に記載されたような遊技機の制御基板ユニットにおいては、
封止部を切断しない限り、基板ベースと基板カバーとを互いに分離することができないよ
うに接続されているため、基板ベースを再利用することは困難である。すなわち、基板ベ
ースと基板カバーとを、封止部を切断して互いに分離し得たとしても、基板ベースに係合
した封止部材と共に基板ケースから切断された封止部が基板ベースに付着して簡単には外
せないことから、基板ベースを再利用することは容易なことではない。
【０００５】
　本発明は、上述のような課題に鑑み、基板ベースの一部の再利用を可能にした遊技機の
制御基板ユニットを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
　遊技機に固定される基板ベースと、遊技動作を制御する制御基板と、前記制御基板を収
容し、かつ前記基板ベースに固定される基板ケースとを備え、前記基板ケースに設けた封
止部を、封止部材により前記基板ベースに固定することによって、前記基板ケースを前記
基板ベースに封止するようにした遊技機の制御基板ユニットにおいて、前記基板ベースは
、表面側に前記基板ケースが取り付けられる基板ケース取付領域部を有すると共に、裏面
側が前記遊技機に固定されるベース部材と、前記ベース部材に後方を向くねじにより着脱
可能に接続され、かつ前記封止部が前記封止部材により固定される封止固定部材を含み、
前記封止固定部材は、前記封止部材により固定される前記封止部の周辺を包囲する防護壁
を有し、前記ねじは、前記基板ケース取付領域部の表面側から取り付けられることによっ
て前記封止固定部材を前記ベース部材に接続し、前記封止固定部材を前記ベース部材に接
続した前記ねじの頭部は、前記基板ケースを前記ベース部材から取り外さない限り、前記
封止固定部材を前記ベース部材から分離できないように、前記封止部を前記封止部材によ
り前記封止固定部材に固定した状態において前記基板ケースにより隠蔽される。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、次のような効果が奏せられる。
　基板ベースをベース部材と封止固定部材とに分離可能としたことにより、封止固定部材
をベース部材から取り外すことで、ベース部材を再利用することができる。
　さらに、ねじが基板ケース取付領域部の表面側から取り付けられることによって、基板
ケースをベース部材に固定した状態において、封止固定部材をベース部材から取り外すこ
とはできない。
　さらに、封止部の周辺は、封止固定部材の防護壁により包囲されるため、不正に封止部
材を封止部から取り外すような不正行為を阻止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明を適用した遊技機の正面図である。
【図２】前扉を開けた状態の遊技機の正面図である。
【図３】図２におけるIII－III線縦断面図である。
【図４】制御基板ユニットの分解斜視図である。
【図５】制御基板ユニットの正面図である。
【図６】制御基板ユニットの斜視図である。
【図７】制御基板を基板ケースに収容した状態の制御基板ユニットの分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態を、図面に基づいて説明する。図１は、本発明を適用した遊
技機（スロットマシン）の正面図、図２は、前扉を開けた状態の遊技機の正面図、図３は
、図２におけるIII－III線縦断面図、図４は、制御基板ユニットの分解斜視図、図５は、
制御基板ユニットの正面図、図６は、制御基板ユニットの斜視図、図７は、主制御基板を
基板ケースに収容した状態の制御基板ユニットの分解斜視図である。なお、以下の説明で
は、図１において図面手前側を「前方または表面側」とし、図面奥側を「後方または裏面
側」とし、左側を「左方」とし、右側を「右方」とする。
【００１０】
　遊技機１としてのスロットマシンは、前面が開放した正面視矩形の筐体２と、筐体２の
左側部に上下１対のヒンジ４により開閉可能に枢支された前扉３とを備える。
【００１１】
　なお、本実施形態において、遊技機１を遊技媒体がメダル（コインを含む）とするスロ
ットマシンとして説明するが、本発明は、これに特定されるものでなく、遊技機１を遊技
媒体がパチンコ玉であるスロットマシンまたはパチンコ機としても良い。
【００１２】



(4) JP 2016-32644 A 2016.3.10

10

20

30

40

50

　図２、３に示すように、筐体２内は、上棚板５及び下棚板６により上、中、下部屋２Ａ
、２Ｂ、２Ｃに仕切られる。筐体２内の上部屋２Ａには、図柄、数字等で構成される識別
情報を外周面に付記した３個の回転リール７１を有する回転リールユニット７が配置され
る。中部屋２Ｂには、遊技を統括的に制御する後述の主制御基板１０を含む制御基板ユニ
ット９と、主制御基板１０の命令に基づいて後述の液晶表示装置１５、スピーカ１６、ラ
ンプ等を制御する副制御基板１２と、主制御基板１０の命令に基づいて回転リールユニッ
ト７を制御する回転リール制御基板１３とが配置される。下部屋２Ｃには、メダルを貯留
及び払出可能なホッパーユニット８と、外部電源を各種遊技機器へ供給する電源ユニット
１１が配置される。
【００１３】
　図１に示すように、前扉３の前面上部には、回転リール７１の識別情報を３こまずつ透
視可能な識別情報表示窓３１が設けられ、同じく識別情報表示窓３１の下方には、液晶表
示装置１５に表示される遊技情報及び演出情報を透視可能な演出情報表示窓３２が設けら
れ、同じく演出情報表示窓３２の下方には、遊技を行うときにメダルが投入されるメダル
投入部１４と、メダルの賭数を設定するベットスイッチボタン３３と、全ての回転リール
７１を一斉に回転させるときに操作されるスタートスイッチレバー３４と、各回転リール
７１の回転を個別に停止させるときに操作される３個のストップスイッチボタン３５等が
設けられる。ベットスイッチボタン３３、スタートスイッチボタン３４、ストップスイッ
チボタン３５の各操作信号は、主制御基板１０に入力され、主制御基板１０は、各操作信
号に基づいて各遊技機器を制御する。
【００１４】
　図２、３に示すように、前扉３の裏面には、遊技に関する遊技情報及び演出情報を表示
可能な液晶表示装置１５、演出効果音を発生するスピーカ１６、多数のランプ（図示略）
、及びその他の機器が配置されている。
【００１５】
　遊技は、遊技者がメダルをメダル投入部１４に投入した後、ベットスイッチボタン３３
によりメダルの賭数を設定した後、スタートスイッチレバー３４を操作して、全ての回転
リール７１を回転させることによって開始される。
【００１６】
　回転リール７１が回転して所定時間が経過した後、３個のストップスイッチボタン３５
を順次操作して、各回転リール７１の回転を停止させ、停止した３個の回転リール７１の
識別情報の組み合わせにより、入賞の有無、及び賞の大小に応じたメダルの配当枚数が確
定され、入賞した場合には、予め定めた入賞枚数分だけホッパーユニット８から前扉３の
下部に設けたメダル受皿３６にメダルが払い出される。
【００１７】
　図４～図７に示すように、制御基板ユニット９は、各種電子部品が実装された主制御基
板１０と、主制御基板１０を収容する透明な合成樹脂製の基板ケース２０と、筐体２の後
板２Ｄに固定される基板ベース４０とを含む。
【００１８】
　基板ベース４０は、金属製の第１ベース部材５０と、第１ベース部材５０と共に複数の
ネジ４１により筐体２の後板２Ｄに固定される合成樹脂製の第２ベース部材６０と、第２
ベース部材６０の右端部に締結部材をなす２本のネジ４２により着脱可能に固定される合
成樹脂製の封止固定部材６５とを含む。
【００１９】
　第２ベース部材６０は、正面視横長矩形をなし、右側に基板ケース２０が取り付けられ
る基板ケース取付領域部６０１、また、左側に中継基板８０が取り付けられる中継基板取
付領域部６０２をそれぞれ有し、基板ケース取付領域部６０１の左端部には、基板ケース
２０の左端部に係合し得るように、前方へ突出する上下２個のＬ字状の係合片６０３が設
けられ、また、同じく右部には、封止固定部材６５を第２ベース部材に固定するためのネ
ジ４２が挿入される上下２個のネジ挿入孔６０４が穿設されている。さらには、第２ベー
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ス部材６０の左縁には、中継基板８０の左端縁に係合し得るように、前方へ突出する舌片
爪状の係合片６０５ａが設けられ、また、右部上下縁には、基板ケース３０の上下端に係
合し得るように、前方へ突出する舌片爪状の係合片６０５ｂが設けられている。なお、主
制御基板１０を収容した基板ケース２０を第２ベース部材６０の基板ケース取付領域部６
０１に固定した状態においては、封止固定部材６５を第２ベース部材６０に締結したネジ
４２の頭部が、基板ケース２０により隠蔽されて、封止固定ベース部材６５を第２ベース
部材６０から分離することができないようになっている。
【００２０】
　封止固定部材６５は、ネジ４２により第２ベース部材６０の右端部に固定されると共に
、その右端には、後述の封止部２２１、２２２の周辺を囲むように防護壁６５１が突設さ
れ、防護壁６５１の左側、すなわち防護壁６５１により囲われる内側には、締め方向しか
回せないワンウェイネジにより構成される封止部材６６の先端が係合可能な４個の封止孔
６５２を上下方向に並設した封止固定部６５３が設けられている。さらには、封止固定部
材６５の下部には、基板ケース２０と封止固定部材６５とを封印するための封印シール６
７の下半分が貼着される前面が平坦な封印シール貼着部６５４が設けられている。
【００２１】
　図４に示すように、基板ケース２０は、主制御基板１０の裏面側を覆う第１ケース部材
２１と、同じく表面側を覆う第２ケース部材２２とを含む。第１ケース部材２１の右端部
には、封止部材６６の先端が係合可能な上下２個の円筒状の固定部２１２が設けられ、ま
た、同じく周縁には、前方へ突出する３個の爪部２１１が設けられている。
【００２２】
　第２ケース部材２２の右端部には、第１ケース部材２１の固定部２１２の前面に重合し
、かつ封止部材６６が挿入可能な上下２個の円筒状の封止部２２１と、封止固定部材６５
の各封止孔６５２に重合し、かつ封止部材６６が挿入可能な４個の円筒状の封止部２２２
が設けられている。また、同じく前面には、主制御基板１０に実装された設定変更スイッ
チ１０２、設定変更キーシリンダ１０３、打ち止め有無スイッチ１０４を露出させる開口
部２２３、２２４、２２５と、これらの開口部２２３、２２４、２２５を開閉可能な開閉
蓋２２６が設けられている。なお、各封止部２２１、２２２は、工具等で切断可能な薄肉
状の切断部を介して第２ケース部材２２の右端部に連設されている。さらに、第２ケース
部材２２の前面には、第１ケース部材２１の各爪部２１１が係合可能な係合孔２２７が穿
設されている。
【００２３】
　第２ケース部材２２は、第１ケース部材２１の各爪部２１１を各係合孔２２７に係合さ
せると共に、封止部材６６をもって、封止部２２１と固定部２１２とを互いに結合するこ
とによって、第１ケース部材２１の前面に開放不能に固定される。
【００２４】
　主制御基板１０は、第１ケース部材２１と第２ケース部材２２との間に収容された状態
で、第２ケース部材２２の背面に複数のネジ２３によって固定される。主制御基板１０の
前面には、遊技動作を統括的に制御する電子部品１０１、設定変更スイッチ１０２、設定
変更キーシリンダ１０３、打ち止め有無スイッチ１０４、及び外部コネクタ（図示略）が
接続される複数のコネクタ１０５が実装されている。
【００２５】
　次に、制御基板ユニット１０の取付け及び取外し要領について説明する。先ず、第２ベ
ース部材６０の右端部に、ネジ４２により封止固定部材６５を固定すると共に、第２ベー
ス部材６０の背面に第１ベース部材５０を仮止めした状態で、ネジ４１をもって、第１ベ
ース部材５０及び第２ベース部材６０を筐体２の後板２Ｄに固定する。
【００２６】
　続いて、主制御基板１０を収容した基板ケース２０の左端部を、第２ベース部材６０の
係合片６０３に係合させると共に、同じく上下縁を、上下の係合片６０５ｂに係合させた
状態で、封止部材６６を封止部２２２に挿入し、その先端を封止固定部材６５の封止孔６
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５２に係合させて、封止部２２２を封止固定部材６５の封止固定部６５３に固定する。こ
れによって、基板ケース２０は、第２ベース部材６０及び封止固定部材６５の前面に固定
される。基板ケース２０を第２ベース部材６０及び封止固定部材６５に固定した後、基板
ケース２０と基板ベース４０とを封印するため、封印シール６７を、封止固定部材６５の
封印シール貼着部６５４とこれに隣接する第２ケース部材２２との境目にかかるように貼
着する。
【００２７】
　なお、基板ケース２０を第２ベース部材６０及び封止固定部材６５に固定する前、基板
ケース２０における第１ケース部材２１と第２ケース部材２２は、封止部２２１と固定部
２１２とが封止部材６６によって互いに固定されて封止されているため、封止部２２１を
切断しない限り、基板ケース２０を開放することは実質的に不可能である。
【００２８】
　基板ケース２０を第２ベース部材６０、封止固定部材６５及び第１ベース部材５０を介
して、筐体２の後板２Ｄに固定した状態においては、封止部材６６をもって、封止部２２
２が封止固定部材６５の封止固定部６５３に固定されているため、封止された封止部２２
２を切断しない限り、基板ケース２０を、筐体２の後板２Ｄから取り外すことは実質的に
不可能である。また、各封止部２２１、２２２の周辺は、封止固定部材６５の防護壁６５
１により包囲されているため、各封止部２２１、２２２を、不正具等を用いて変形させ、
封止部材６６を各封止部２２１、２２２から取り外すような不正行為を阻止することがで
きる。
【００２９】
　さらには、封止固定部材６５を第２ベース部材６０に固定したネジ４２の頭部が、基板
ケース２０により隠蔽されるため、封止固定部材６５を第２ベース部材６０から分離させ
ることは、基板ケース２０を第２ベース部材６０から取り外さない限り、実質的に不可能
である。これにより、不正行為等で、封止固定部材６５が第２ベース部材６０から分離さ
せられることを確実に阻止することができる。
【００３０】
　筐体２に取り付けられた主制御基板１０の検査を行なう場合には、封止部材６６により
封止された封止部２２２を、ニッパー等の工具で切断して第２ケース部材２２から分離す
ると共に、基板ケース２０に係合した係合片６０３、６０５ｂの係合を解除して、封印シ
ール６７を剥がすことによって、基板ケース２０を基板ベース４０から取り外すことがで
きる。
【００３１】
　基板ケース２０を基板ベース４０から取り外した後、封止部材６６により封止された封
止部２２１を切断することにより、基板ケース２０を開封して主制御基板１０を取り出す
ことができる。
【００３２】
　また、主制御基板１０を交換する等して、遊技機１の遊技内容を変更する場合には、上
述と同様な作業手順で基板ケース２０を基板ベース４０から取り外し、主制御基板１０を
新しいものに交換する。また、基板ケース２０も、封止部２２１、２２２が切断されて再
利用することはできないため、新しいものに交換される。
【００３３】
　この場合、従来においては、基板ケース２０を基板ベース４０から取り外しても、基板
ベース４０に切断された封止部２２２及び封止部材６６が付着しているため、基板ベース
４０をそのまま再利用することはできないことから、基板ベース４０全体を新しいものに
交換する必要がある。しかし、本発明における実施形態においては、ネジ４２を取り外す
ことによって、封止部２２２が付着された封止固定部材６５を、筐体２に固定された第２
ベース部材６０から分離できるため、封止固定部材６５のみを新しいものに交換するだけ
で、筐体２に固定された第１ベース部材５０及び第２ベース部材６０を、筐体２に取り付
けたまま再利用することができる。また、封印シール６７は、第２ケース部材２２と封止
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封印シール６７を貼着した痕跡が残らず、第２ベース部材６０を、元の形態のまま再利用
することができる。さらには、第１ベース部材５０及び第２ベース部材６０を筐体２の後
板２Ｄから取り外す必要がないため、第１ベース部材５０及び第２ベース部材６０を後板
２Ｄに締結するためのネジ４１が係合する後板２Ｄのねじ孔が馬鹿孔になることがないた
め、後板２Ｄのねじ孔を修復する必要はない。
【００３４】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、本
実施形態に対して、次のような種々の変形や変更を施すことが可能である。
（ｉ）基板ベース４０における第１ベース部材５０を合成樹脂製にするか、または第２ベ
ース部材６０を金属製として、第１ベース部材５０と第２ベース部材６０とを一体的に形
成し、一体的に形成したベース部材に対して、封止固定部材６５を着脱可能に固定する。
（ii）封止部２２１、２２２の数を適宜変更する。
（iii）封止部材６６をワンウェイネジに代えて合成樹脂製の係合ピンとする。
（iv）封止固定部材６５を第２ベース部材６０に固定するための締結部材を、ネジ４２に
代えて、合成樹脂製の係合ピン等の取付部材にする。
【符号の説明】
【００３５】
１　遊技機（スロットマシン）　　　　　　２　筐体
２Ａ　上部屋　　　　　　　　　　　　　　２Ｂ　中部屋
２Ｃ　下部屋　　　　　　　　　　　　　　２Ｄ　後板
３　前扉　　　　　　　　　　　　　　　　４　ヒンジ
５　上棚板　　　　　　　　　　　　　　　６　下棚板
７　回転リールユニット　　　　　　　　　８　ホッパーユニット
９　制御基板ユニット　　　　　　　　　　１０　主制御基板
１１　電源ユニット　　　　　　　　　　　１２　副制御基板
１３　回転リール制御基板　　　　　　　　１４　メダル投入部
１５　液晶表示装置　　　　　　　　　　　１６　スピーカ
２０　基板ケース　　　　　　　　　　　　２１　第１ケース部材
２２　第２ケース部材　　　　　　　　　　２３　ネジ
３１　識別情報表示窓　　　　　　　　　　３２　演出情報表示窓
３３　ベットスイッチボタン　　　　　　　３４　スタートスイッチレバー
３５　ストップスイッチボタン　　　　　　３６　メダル受皿
４０　基板ベース　　　　　　　　　　　　４１　ネジ
４２　ネジ（締結部材）　　　　　　　　　５０　第１ベース部材
６０　第２ベース部材　　　　　　　　　　６５　封止固定部材
６６　封止部材　　　　　　　　　　　　　６７　封印シール
７１　回転リール　　　　　　　　　　　　８０　中継基板
１０１　電子部品　　　　　　　　　　　　１０２　設定変更スイッチ
１０３　設定変更キーシリンダ　　　　　　１０４　打ち止め有無スイッチ
１０５　コネクタ　　　　　　　　　　　　２１１　爪部
２１２　固定部　　　　　　　　　　　　　２２１　封止部
２２２　封止部　　　　　　　　　　　　　２２３、２２４、２２５　開口部
２２６　開閉蓋　　　　　　　　　　　　　２２７　係合孔
６０１　基板ケース取付領域部　　　　　　６０２　中継基板取付領域部
６０３　係合片　　　　　　　　　　　　　６０４　ネジ挿入孔
６０５ａ、６０５ｂ　係合片　　　　　　　６５１　防護壁
６５２　封止孔　　　　　　　　　　　　　６５３　封止固定部
６５４　封印シール貼着部
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